
●詳しくは裏面をご覧ください。

育てます小さな信用　守ります大きな信用
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経営者保証が不要になることにより、
思い切った事業展開や、事業承継・経営危機時の早期事業再生等を円滑にします。

中小企業経営者のみなさん、ご存知ですか？

取扱いについてのご案内

ますます
拡充！ 経営者保証不要



鳥取県信用保証協会
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ＴＥＬ ０８５７－２６－６６３１　ＦＡＸ ０８５７－２７－５１４９　E-mail  hoshou@cgc-tottori.or.jp鳥取営業所
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ＴＥＬ ０８５８－２２－６１０３　ＦＡＸ ０８５８－２２－７３５１　E-mail  hoshouk@cgc-tottori.or.jp倉吉支所
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ＴＥＬ ０８５９－３４－３５３５　ＦＡＸ ０８５９－３４－２８７７　E-mail  hoshouy@cgc-tottori.or.jp米子支所
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詳しくは、金融機関または鳥取県信用保証協会までお問い合わせください。

経営者保証不要の取扱いが認められている主な保証制度には以下のようなものがあります。

法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合が対象。

1

①申込金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある（もしくは同じ
　タイミングで上記と同内容の融資を行う）。
②「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近２期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
③法人と経営者との一体性解消が図られていることを申込金融機関が確認している。
※既存の協会付借入の経営者保証を外すことも可能

〈ご利用いただける方〉 ①～⑤のすべてに該当する法人
①過去２年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
②直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通
　念上相当と認められる額を超えていないこと
③次のいずれかを満たすこと
　⑴直前決算において債務超過でない
　⑵直前２期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
④次の⑴および⑵について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
　⑴保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
　⑵保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
⑤信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること

事業者選択型経営者保証非提供制度 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度

上記③⑴および⑵のいずれも満たす場合

上記③⑴か⑵のいずれか一方を満たす場合、
または法人の設立後２事業年度の決算がない場合 

各保証制度の保証料率に０．２５％上乗せ

各保証制度の保証料率に０．４５％上乗せ

上記③⑴および⑵のいずれも満たす場合

上記③⑴か⑵のいずれか一方を満たす場合、
または法人の設立後２事業年度の決算がない場合 

０．７０％～２．４５％

０．９０％～２．６５％

信用保証料率 信用保証料率

金融機関との連携により、以下の要件をすべて満たす法人は経営者保証が不要となります。2

創業期　　鳥取県創業支援資金保証制度（スタートアップ創出促進貸付）

拡大期　　ＥＳＧ型特定社債保証制度、財務要件型無保証人保証制度、プロパー融資借換特別保証制度

承継時　　鳥取県事業承継支援資金保証制度（特別保証貸付）

不動産担保を提供することにより、経営者保証が不要となります。3

信用保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる制度があります。4

国より、申込日に応じて
段階的に設定された
補助あり（Ｒ９.３まで）
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